
(令和６年７月２５日現在)

氏名 フリガナ 職名 選任理由

青木　茂樹 アオキ　シゲキ 泉大津市歯科医師会会長
大阪府保健所運営協議会規則第２条第２項第２号
「医療機関団体、医療施設、学校、社会福祉施設、
事業場等の代表者」として選任

東　祥子 アズマ　ヨシコ 忠岡町社会福祉協議会事務局長
大阪府保健所運営協議会規則第２条第２項第２号
「医療機関団体、医療施設、学校、社会福祉施設、
事業場等の代表者」として選任

上嶋　一之 ウエシマ　カツユキ 和泉市歯科医師会会長
大阪府保健所運営協議会規則第２条第２項第２号
「医療機関団体、医療施設、学校、社会福祉施設、
事業場等の代表者」として選任

大橋   一功 オオハシ　カズノリ 大阪府議会議員
大阪府保健所運営協議会規則第２条第２項第５号
「知事が適当と認める者」として選任

北野　佳彦 キタノ　ヨシヒコ 和泉市薬剤師会会長
大阪府保健所運営協議会規則第２条第２項第２号
「医療機関団体、医療施設、学校、社会福祉施設、
事業場等の代表者」として選任

佐藤　正浩 サトウ　マサヒロ 和泉市社会福祉協議会会長
大阪府保健所運営協議会規則第２条第２項第２号
「医療機関団体、医療施設、学校、社会福祉施設、
事業場等の代表者」として選任

杉原　健士 スギハラ　キヨシ 忠岡町長
大阪府保健所運営協議会規則第２条第２項第３号
「市町村長」として選任

杉本　太平 スギモト　タイヘイ 大阪府議会議員
大阪府保健所運営協議会規則第２条第２項第５号
「知事が適当と認める者」として選任

高寺　壽 タカデラ　ヒサシ 泉大津市社会福祉協議会会長
大阪府保健所運営協議会規則第２条第２項第２号
「医療機関団体、医療施設、学校、社会福祉施設、
事業場等の代表者」として選任

竹本　市紅 タケモト　イチコウ 高石市医師会副会長
大阪府保健所運営協議会規則第２条第２項第２号
「医療機関団体、医療施設、学校、社会福祉施設、
事業場等の代表者」として選任

武本　優次 タケモト　ユウジ 泉大津市医師会会長
大阪府保健所運営協議会規則第２条第２項第２号
「医療機関団体、医療施設、学校、社会福祉施設、
事業場等の代表者」として選任

辻 宏康 ツジ　ヒロミチ 和泉市長
大阪府保健所運営協議会規則第２条第２項第３号
「市町村長」として選任

辻内　秀美 ツジウチ　ヒデミ 泉大津薬剤師会会長
大阪府保健所運営協議会規則第２条第２項第２
「医療機関団体、医療施設、学校、社会福祉施設、
事業場等の代表者」として選任

永田　就三 ナガタ　シュウゾウ 和泉市医師会会長
大阪府保健所運営協議会規則第２条第２項第２号
「医療機関団体、医療施設、学校、社会福祉施設、
事業場等の代表者」として選任

畑中　政昭 ハタナカ　マサアキ 高石市長
大阪府保健所運営協議会規則第２条第２項第３号
「市町村長」として選任

平松　眞理子 ヒラマツ　マリコ 高石薬剤師会会長
大阪府保健所運営協議会規則第２条第２項第２号
「医療機関団体、医療施設、学校、社会福祉施設、
事業場等の代表者」として選任

南出　賢一 ミナミデ　ケンイチ 泉大津市長
大阪府保健所運営協議会規則第２条第２項第３号
「市町村長」として選任

森   和臣 モリ　カズトミ 大阪府議会議員
大阪府保健所運営協議会規則第２条第２項第５号
「知事が適当と認める者」として選任

柳田　昌宏 ヤナギダ　マサヒロ 高石忠岡地区歯科医師会会長
大阪府保健所運営協議会規則第２条第２項第２号
「医療機関団体、医療施設、学校、社会福祉施設、
事業場等の代表者」として選任

山崎　雅雄 ヤマザキ　マサオ 高石市社会福祉協議会会長
大阪府保健所運営協議会規則第２条第２項第２号
「医療機関団体、医療施設、学校、社会福祉施設、
事業場等の代表者」として選任

（五十音順）

大阪府和泉保健所運営協議会の委員名簿


